
仕 様 書 
 
１．物 件 名  普通乗用自動車リース １台 
 
２．使用場所  国立研究開発法人森林研究・整備機構 

森林総合研究所多摩森林科学園 
（東京都八王子市廿里町 1833-81） 

 
３．リース物件の規格 別紙のとおり 
 
４．リース期間  令和８年１１月１日～令和１５年１０月３１日（８４ヶ月） 
          
５．リース方式 

（１）メンテナンスリース（オールメンテ） 
 （２）リースに含まれる項目（リース期間中全て） 

①登録納車費用  
②自動車税環境性能割  
③自動車重量税  
④自動車損害賠償責任保険料  
⑤自動車税（種別割） 
⑥継続車検費用  
⑦法定定期点検整備費用  
⑧故障修理費用  
⑨オイル交換費用：６，０００ｋｍ毎又は６ヶ月に１回のオイル交換を行い、オ

イルフィルターについてはオイル交換の２回に１回を交換目安とすること。 
⑩タイヤ交換費用：夏タイヤ～冬タイヤの２回／年及び摩耗時に交換すること。  

⑪バッテリー交換費用：リース期間中２個までは交換対応すること。  

⑫巡回サービス費用：３ヶ月又は６，０００ｋｍ毎に１回対応すること。 

⑬任意保険料：詳細は（３）のとおり  

⑭事故処理代行費用 
（３）任意保険 
   以下の内容を満たすこと。 

運転者年齢条件：年齢を問わず保障。 
項 目 内 容 

対人賠償 無制限 
対物賠償 無制限（免責金額：０円） 
人身傷害 ５，０００万円 
無保険車傷害 １名につき２億円 
自損事故（人身傷害で保障の場合

は付帯しない） 
１名につき１，５００万円 

車両 時価（免責金額：０円） 
注１）対人賠償は、臨時費用を不担保にしないこと。  
注２）人身傷害は、原則として被保険自動車搭乗中のみ担保とすること。  
注３）人身傷害・自損事故・無保険者障害は、原則として従業員の就業中不

担保特約を適用すること。  
注４）自動車保険のフリート料率は「割引２３％」とする。  



  別紙 

○普通乗用自動車（ハイブリッドＳＵＶ） １台（新車であること）  

１．乗 車 定 員  ５名以上 

２．燃   料  無鉛レギュラーガソリン 

３．駆 動 方 式  四輪駆動 

４．変 速 方 式  ＡＴ＜無段変速（ＣＶＴ）を含む。＞ 

５．総 排 気 量  ２４００ｃｃ以上２５００ｃｃ未満 

６．車  体  色  白色系若しくは銀色系 

７．最 低 地 上 高  ２００ｍｍ以上 

８．最小回転半径  ５．４ｍ以下 

９．室 内 寸 法  長さ１９５０㎜×幅１５４０㎜×高さ１２７０㎜以上 

１０．装   備   
装備は原則純正品とし、以下のとおりとする。ただし、(17)～ (21)の装備につい

ては純正同等品でも可とする。なお、純正同等品の場合は応札時に詳細カタログ

を添付のうえ応札し、承認を得たうえで入札に参加すること。   
（１）エアコン 

（２）パワーステアリング 

（３）パワーウインドウ 

（４）集中ドアロック 
（５）ワイヤレスドアロックリモートコントロール 

（６）運転席及び助手席ＳＲＳエアバック 

（７）ＡＢＳ 

（８）リヤワイパー 

（９）前後席ＥＬＲ付き３点シートベルト(リア中央２点式可) 

（10）ヘッドレスト付きリアシート（リア中央は無くとも可） 

（11）フロアマット（カーペットを除く） 
（12）マッドガード 
（13）サイド（ドア）バイザー 
（14）ハイマウントストップランプ 
（15）フォグランプ 
（16）ラゲッジマット（カーペットを除く） 
（17）カーナビゲーション（インダッシュ型でＡＭ／ＦＭ電子チューナーラジオ、バ

ックモニター機能を有すること。ＴＶ映像受信機能がある場合は、ＴＶ映像を
受信できないようにすること。） 

（18）ＥＴＣ２．０（セットアップ込） 
（19）ドライブレコーダー（前後方録画、記録メディア常時記録タイプ） 
（20）ホイール付きスタッドレスタイヤ４本(純正同サイズ) 
（21）タイヤ交換 ＜ラジアルタイヤ８本(純正同サイズ)、スタッドレスタイヤ８本

(純正同サイズ)＞※リース期間中に想定される交換本数 
（22）交換用バッテリー２個（純正同等品）※リース期間中に想定される交換本数 

（23）パンク修理キット 
１１．環境仕様 

  環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和７年１月２８日変更閣議決定）
のうち、次の基準に適合すること 

（１）電動車等であること。 
（２）項目１３．「自動車等」の表 1「ガソリン自動車又は LP ガス自動車に係る排

出ガス基準」に示された区分の排出ガス基準に適合すること。 



 

 別紙 

（３）WLTC モードにおける燃費が項目１３．「自動車等」の表 2「ガソリン乗用車、
ディーゼル乗用車及び LP ガス乗用車に係る JC08 モード又は WLTC モード燃費
基準」に示された区分ごとの燃費基準値を満たすこと。 

１２．年間予定走行距離 ３，０００Km（参考目安：年間予定走行距離は令和 6 年度

走行実績から算出しているため実際の走行距離を保証するものではない。） 


